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被災宅地危険度判定の実務

・判定の流れと各員の役割

・判定票の作成

・ステッカーの掲示

鳥取県県土整備部技術企画課
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判定の主な流れと各員の役割

各員の役割

構成員 役割

判定士Ａ 宅地被害の状況を確認し、判定票を作成。

判定士Ｂ 判定票作成補助、住民対応、写真撮影等。

判定士Ｃ又は判定補助員 擁壁高さや被害規模の計測等。

判定士Ｄ又は判定補助員 計測補助等。

判定の主な流れ

※イメージ写真はP3～P4

Ⅰ 実施本部 ： 判定活動の事前打合せ

Ⅱ 現地（判定活動） ： 土地への立入り、判定活動、判定結果を住民へ説明

Ⅲ 実施本部 ： 判定結果の報告

判定班は３～４名（判定士２名以上）で構成。
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判定の主な流れ

判定の主な流れ

①判定実施本部にて、判定活動の事前打合せ

②現地に到着

③居住者への説明

④判定の開始
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判定の流れ

判定の流れ

⑤住民に判定結果の報告

⑥判定ステッカーの記入

⑦判定ステッカーの貼付け

⑧判定結果の報告（まとめ）
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判定票の作成 １．判定票の種類

１．判定票の種類
判定票は、擁壁用（様式１）、宅地地盤/のり面用（様式２）、広域被害用（様式３）の３種類ある。

【擁壁用（様式１）】

6
判定票の作成 １．判定票の種類

【宅地地盤/のり面用（様式２）】
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判定票の作成 １．判定票の種類

【広域被害用（様式３）】

ポイント
 判定票は、擁壁用（様式１）及び宅地地

盤/のり面用（様式２）を使用して、作成す
る。

 広域被害用（様式３）の使用は、少ない。
→中部地震の場合、4905件中3件

 同一宅地内で擁壁被害と宅地地盤被害
が生じている場合は、同一宅地に対して
（様式１）と（様式２）の両方を作成するこ
と。この場合、点数が高い方の判定票を
優先し、点数の低い判定票は、図面を省
略しても構わない。
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

２．擁壁用（様式１）の記入方法

 調査日時：調査の日付と時刻を記入する。

 調査番号：対象宅地の整理番号を記入する。

 地震名：「○○県○○地方地震」等

 被害発生場所：対象宅地の住所を記入する。

 所有者・管理者氏名：宅地所有者の氏名を記入する。

 所有者・管理者の連絡先：宅地所有者の連絡先がわかれば記入する。

 記入者氏名：判定票作成者の氏名と連絡先を記入する。

 居住者への説明：説明を行った場合は「済」にチェックする。

様式１の表面

（中部地震の例）
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

 被害の形態を１～１０のうちから選び、○をする。

 応急措置が行われている場合は「済」にチェックする

 建物・道路との位置関係について、Ａ又はＢに○をする。

⇒擁壁天端から1.0H又は擁壁法尻から1.7Hの範囲内に建物又は道

路がある場合は、影響範囲（Ａ）となる。

 下部の空白スペースには、平面図や断面図等をスケッチし、被害の

状況がわかるよう旗上げ等により表示する。

【簡易記録を実施する場合】

 擁壁に被害が無い場合、被害無・簡易記録にチェックする。

 擁壁に変状が確認されない場合は、被災状況図を省略できる。

 ただし、調査箇所が分かるように全景写真を撮影すること。

様式１の表面
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

 被災写真の有無：基本的には「有」にチェックする。

⇒写真番号は必須ではないので、空欄のままでもＯＫ。

 特記事項欄は平面図や現地写真だけでは分からない情報を記入

しておくことが望ましい。また、応急対策の要否について記入する

ことが望ましい。

様式１の表面
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

 擁壁の種類：該当する形式にチェックする。
⇒増積み擁壁、二段擁壁の場合は、各段の高さを記入する。

 擁壁の設置条件：わからなければ「不明」でＯＫ。
 擁壁の勾配：わからなければ空欄のままでＯＫ。

様式１の裏面

宅地の危険度は「基礎点」＋「被害点」で判定を行う。
ここでは「基礎点」を算定する。

 影響範囲Ａ又はＢにチェックし、Ａの場合は左側、Ｂの場合は右側

のチェックリストにより基礎点を算定する。

 ①湧水：該当するものに○をつける。
 ②排水施設：該当するものに○をつける。
 ③高さ：該当するものに○をつける。
 ①～③の合計を右側の空欄に記入する。
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

 選択した各被害形態における被害の程度を、下表を参考に「小～
大」のうちから選択し、該当する数字に○をつける。

 ○をつけた数字のうち、最も大きな値が「被害点」となる。
⇒○をつけた数字の合計ではないので注意すること。

様式１の裏面

ここでは「被害点」を算定する。

（例）
コンクリート
擁壁に15ｍｍの
クラックが発生
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

 基礎点欄に基礎点を、被害点欄に被害点を記入し、更に合計値を

記入する。

 右側の「被害程度の点数と危険度判定」欄を参考に、危険度判定を

「大～小」から選択する。

 所見（記入者の意見）欄は、判定士自身の見解により記入する。

【簡易記録を実施する場合】

 右側の「被害程度の点数と危険度判定」欄を参考に、危険度判定を

「大～無」から選択する。

 無被害（0点）の場合、基礎点・被害点の記入を省略する。

様式１の裏面
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判定票の作成 ～２．擁壁用（様式１）の記入方法～

（参考）擁壁の種類
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

（参考）擁壁の種類
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

（参考）擁壁被害の形態

①クラック

②水平移動（伸縮目地前後のずれ）

2mm未満 2～20mm未満 20mm以上

5mm未満 5～50mm未満 50mm以上
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

（参考）擁壁被害の形態

③不同沈下・目地の開き

④ハラミ（ﾃﾝｼｮﾝｸﾗｯｸ・ずれ・中抜け）

5mm未満 5～50mm未満 50mm以上
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

（参考）擁壁被害の形態

⑤前傾・倒壊

⑥折損
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

（参考）擁壁被害の形態

⑦崩壊（大被害）
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判定票の作成 ２．擁壁用（様式１）の記入方法

（参考）擁壁被害の形態

⑧張出し床板付き擁壁の支柱の損傷

⑨排水施設の変状
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法
様式２の表面

 「宅地地盤」又は「のり面・自然斜面」に○をする。
 被害の形態を、宅地地盤であれば１～６、のり面・自然斜面であれ

ば１～４－２のうちから選び、○をする。
 応急措置が行われている場合は「済」にチェックする。
 下部の空白スペースには、平面図や断面図等をスケッチし、被害

の状況がわかるよう旗上げ等により表示する。

【簡易記録を実施する場合】
 宅地地盤又はのり面・自然斜面に変状が確認されない場合は、被

災状況図を省略できる。ただし、調査箇所が分かるように全景写真
を撮影すること。

※上段、下段の部分は様式
１と同様のため説明を省略し
ます。

22
判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

様式２の裏面

この欄は、のり面・自然斜面の場合に記入する。

 地盤：該当する土質を選択する。

 のり面高：法尻から法肩までの高さを記入する。

⇒擁壁を含む複合法面の場合は擁壁高さも記入する。

 のり面勾配：法面の勾配を記入する。

 のり長さ：法長を記入する。

 オーバーハング：有無を選択する。

 排水施設：有無を選択する。

 擁壁配置：擁壁がある場合は該当するものをチェックする。

 家屋の有無：法面上部及び下部における家屋の有無を選択する。
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

様式２の裏面

ここでは、宅地地盤の「被害点」を算定する。

（※のり面・自然斜面の場合は記入しない。）

 表面で選択した各被害形態における被害の程度を、表中の目安を

参考に「大～小」のうちから選択し、該当する数字に○をつける。

 ○をつけた数字のうち、最も大きな値が「被害点」となる。

⇒○をつけた数字の合計ではないので注意すること。

✓

（例）
宅地地盤
クラック幅2ｃｍ
沈下20ｃｍが発生。
湧水・噴砂有
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

様式２の裏面

ここでは、のり面・自然斜面の「被害点」を算定する。
（※宅地地盤の場合は記入しない。）
 表面で選択した各被害形態における被害の程度を、表中の目

安を参考に「大～小」のうちから選択し、該当する数字に○を
つける。

 ○をつけた数字のうち、最も大きな値が「被害点」となる。
⇒○をつけた数字の合計ではないので注意すること。

✓（例）
自然斜面

部分的な表層滑り有

転石有
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

様式２の裏面

 点数欄に被害点を記入する

⇒宅地地盤とのり面の両方を算定している場合、点数の大きい方を

採用する。

 右側の「被害程度の点数と危険度判定」欄を参考に、危険度判定を

「大～小」から選択する。

 所見（記入者の意見）欄は、判定士自身の見解により記入する。

【簡易記録を実施する場合】
 右側の「被害程度の点数と危険度判定」欄を参考に、危険度判定を

「大～無」から選択する。

 無被害（0点）の場合、被害点の記入を省略できる。
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

（参考）宅地地盤被害の形態

①クラック

②陥没

3cm未満 3～15cm未満 15cm以上又は全面

20cm未満 20～50cm未満 50cm以上
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

（参考）宅地地盤被害の形態

③沈下

④段差

10cm未満 10～25cm未満 25cm以上

20cm未満 20～50cm未満 50cm以上
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

（参考）宅地地盤被害の形態

⑤隆起

⑥湧水・噴砂（液状化） ⇒ １点の加点

20cm未満 20～50cm未満 50cm以上
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

（参考）のり面被害の形態

①クラック（小：3cm未満 中：3～15cm未満 大：15cm以上又は全面）

②ハラミ・盤ぶくれ（小：10cm未満 中：10～30cm未満 大：30cm以上）
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

（参考）のり面被害の形態

③ガリー浸食（大被害）

④滑落・崩壊（大被害）
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

（参考）のり面被害の形態

⑤のり面保護工の変状

⑥排水施設の変状
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判定票の作成 ３．宅地地盤／のり面用（様式２）の記入方法

（参考）のり面被害の形態

⑦湧水、落石・転石 ⇒ １点の加点
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ステッカーの掲示

ステッカーの記入方法
 注記欄には、「どこが」「どのように」危険なのか記入する。

（記入例）
「東側擁壁が倒壊しており、背後地盤が緩んでいます。」
「西側擁壁が前傾しており、今後倒壊のおそれがあります。」

 調査番号：判定票に記入した番号と同じ番号を記入する。
 判定日時：判定日時を記入する。
 最下段：判定実施本部の指示により記入する。

ステッカーの掲示
 道路から見えやすい位置（塀や建物の壁等）に貼り付ける。
 建物判定のステッカーがある場合は、その下側に貼る。
 住民の方に拒否された場合は手渡す。

ステッカーの種類
 全部で３種類あるため、判定結果に応じて使い分けること。

掲示状況の例 ※上段は建物判定
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判定票作成でのミス事例（鳥取県中部地震）

（0 ＋ 0.4 ＋ 0.6）

基礎点（①湧水＋②排水施設＋③高さ）

(誤) (正)

9.5 ⇒ 7点

被害点（点数が高い方を採用）

1点

基礎点 ＋ 被害点
（正） 1.0点 7点 ＝8.0 点
（誤） 1.0点 9.5点 10.5点

大被害 ⇒ 中被害
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判定票作成でのミス事例（鳥取県中部地震）

（0 ＋ 0.8 ＋ 0.2）

基礎点（①湧水＋②排水施設＋③高さ）

7点

被害点（点数が高い方を採用）

1点

中被害

（正）

（誤） （0 ＋ 0.8 ＋ 0.0）0.8点

基礎点 ＋ 被害点
（正） 1.0点 7点 ＝8.0 点
（誤） 0.8点 7点 7.8点
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判定票作成でのミス事例（鳥取県中部地震）

被害点（点数が高い方を採用）

被害点

中被害 ⇒ 小被害

(誤) (正)

4点 ⇒ 3点

(誤) (正)

4点 ⇒ 3点
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判定票作成でのミス事例（鳥取県中部地震）

7点

被害点（点数が高い方を採用）

湧水、落石・転石があれば・・・

中被害 ⇒ 大被害

チェック漏れに注意！ ！


